
平成28年国民生活基礎調査【世帯票】　新旧対照表（案）

平成28年（案） 平成25年 変更理由
（変更）

　調査日を更新する。

Ⅰ　世帯の状況
（変更）

質問２

　近年、障害者支援施設の利用者及びその世
帯の高齢化が課題となっており、障害者支援施
設に障害者を入所させている世帯の状況を把
握し、その世帯への支援の方策についての検
討資料とするため「4 障害者支援施設に入所し
ている者がいる」の選択肢を追加する。
　追加に伴い、社会福祉施設に入所している者
がいると回答した世帯が「3 老人福祉施設に入
所している者がいる」「4 障害者支援施設に入所
している者がいる」「5 3,4以外の社会福祉施設
に入所している者がいる」をそれぞれ選択する
形式に変更する。

Ⅱ　世帯員の状況
（変更）

質問７

　被用者年金制度の一元化等を図るための厚
生年金保険法等の一部を改正する法律（平成
24年法律第63号）により、共済年金は厚生年金
に統一されるため、受給している区分を追加す
る（施行の時期は平成27年10月１日）。
　具体的には「04 基礎年金と厚生年金と共済年
金」を新設し、現在の4～10の番号を繰り下げ
る。
　

あなたの世帯について、平成25年６月６日現在の状況をお答えください。あなたの世帯について、平成28年６月２日現在の状況をお答えください。
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平成28年国民生活基礎調査【世帯票】　新旧対照表（案）

平成28年（案） 平成25年 変更理由
（変更）

質問８

　子ども・子育て支援新制度（平成27年４月施
行）により、認定こども園制度が改善されたた
め、今後増加が見込まれる「6 認定こども園」を
選択肢に新たに追加する。

（変更）

補問9-2

　手助けや見守りを必要としている方の自立の
状況になってからの期間の回答方法について、
「１～３月未満」と「～」で期間を表記していた箇
所を、調査対象者に期間がわかりやすい様に
「１月以上３月未満」といった表記へ変更する。

（変更）
質問10

　「障害者の権利に関する条約」（平成26年1月
20日批准・平成26年2月19日効力発生）におい
て障害者の権利の実現のため教育、労働及び
雇用等の措置等が定められたことから、特別支
援学校や特別支援学級に在学中又は卒業した
者の就業状況を把握し、障害者の雇用促進の
施策の検討資料とするため、「1 小学・中学」及
び「2 高校・旧制中」に在学中又は卒業した者の
うち「1 特別支援学校・特別支援学級」の状況を
把握するため選択肢を追加する。
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平成28年（案） 平成25年 変更理由
（変更）
質問11

　「加入している」の説明で20歳以上と60歳未満
の２つの条件は、あるいはではなく、双方が一致
する範囲のため「、」を削除し分かりやすい説明
に変更した。
※平成26年の簡易調査で変更済み。

　被用者年金制度の一元化等を図るための厚
生年金保険法等の一部を改正する法律（平成
24年法律第63号）により、共済年金は厚生年金
に統一されるため、「2 国民年金第２号被保険
者」の説明を「（会社員や公務員等）」に、「3 国
民年金第３号被保険者」の説明を「（会社員や
公務員等の配偶者）」へ変更する（施行の時期
は平成27年10月１日）。

（変更）
質問14

　調査日の更新に伴う変更。
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